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月次点検、年次点検の実施にあたっての曜日、時間帯の制約がございましたら、ご教示ください

事 務 所 博多港湾・空港整備事務所

責 任 者 総務課長

質　問　内　容 回　答　内　容

自家用電気工作物保守業務の対象物件・数量にある受変電設備および非常用発電機の点検内容に
ついて前年度の報告書を確認したくご連絡いたしました。
弊社が仕様書から読み取った作業内容の認識と実際の作業内容及び報告書に相違がないか確認し
たいと思います。
社名などは伏せて頂いて構いませんので資料を頂くことは可能でしょうか。難しい場合は図面で
もかまいません。

当該資料につきましては、閲覧可能です。
本日（2/19）～2/27まで閲覧期間としますので、見積依頼書3.の問合せ先まで電話にてお申し
込みください。（電話受付：土日祝日除く月～金の9:30～17:30）
なお、閲覧は当事務所（福岡市中央区大手門）へ来所のみとさせていただきます。

月次点検：月〜金の就業時間内（原則9:15～18:00）、なお土日祝日の作業は不可。
年次点検：就業時間外で実施。
どちらも、作業日・時間帯は事前調整が必要です。

年次点検(停電)の際は、仮設電源工事は必要でしょうか。
必要な場合は、発電機能力、ケーブルサイズ、ケーブル長をご教示ください。

年次点検（停電）に際しては、仮設電源工事は必要ございません。

仕様書のとおり月１回以上の実施をお願いします。
月次点検は月1回以上となっておりますが、自社負担で絶縁監視装置を設置する場合、隔月に変
更は可能でしょうか。

対象件名 令和8年度自家用電気工作物保安業務

開 札 日 令和8年3月5日

令 和 8 年 2 月 19 日
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